
〇農水省高騰率（R2～5平均→R7)

基本料金
電力量料金及び
燃料費調整額

低圧 1.067 1.199
高圧 1.322 1.069
低圧 1.092 1.106
高圧 1.094 1.304

〇県支援金高騰率（R2～5平均→R7)
【農水省補助申請なし（6～3月）】

基本料金
電力量料金及び
燃料費調整額

低圧 1.067 1.167
高圧 1.322 0.992
低圧 1.092 1.094
高圧 1.094 1.160 

【農水省補助申請あり（10～3月）】

基本料金
電力量料金及び
燃料費調整額

低圧 1.067 1.172
高圧 1.322 0.941
低圧 1.092 1.014
高圧 1.094 1.139 

※ 基本料金は「支援金交付要綱」別表１に定める国（農水省）の高騰率に同じ。

※ 電力量料金及び燃料費等調整額は、各電力会社の令和７年度の対象時期の

平均値を、令和２～５年度の同時期の平均値で除して高騰率を算出した。

令和７年度分の電力量の高騰率
（農業水利施設電力価格高騰対策緊急支援金）

区分

区分

区分

東京電力

中部電力

東京電力

中部電力

東京電力

中部電力


